
政治資⾦規正法施⾏規則の改正について

政治資⾦規正法施⾏規則が以下のとおり改正（平成２７年総務省令第８９号）さ
れました（原則、平成２８年１⽉１⽇施⾏）のでお知らせいたします。

１．趣旨
登録政治資⾦監査⼈の業務制限の範囲について⾒直しを⾏うもの。

２．改正案の概要
登録政治資⾦監査⼈の業務制限を規定する政治資⾦規正法施⾏規則

第１７条に、⾃ら作成・徴取した収⽀報告書や会計帳簿等の関係書類
について⾃ら政治資⾦監査を⾏うことになる場合を追加する。

（改正前）
登録政治資⾦監査⼈が政治資⾦監査を⾏う際、以下の①〜④に

該当する者が業務制限の対象。
①国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者⼜は会計責任者
の職務代⾏者

②国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者⼜は会計責任者
の職務代⾏者の配偶者

③国会議員関係政治団体の役職員⼜はその配偶者
④２号団体に係る公職の候補者⼜はその配偶者

（改正後）
上記①〜④のほかに、政治資⾦監査を受けることとなる収⽀報

告書に係る年の最初の⽇から当該政治資⾦監査の最初の⽇の前⽇
までの間に上記①の者であった者を、業務制限の対象に追加。

３．適⽤関係
・ 平成２７年分収⽀報告から適⽤。
・ ただし、改正規則の施⾏⽇（平成２８年１⽉１⽇（業務制限に関
する条⽂部分））前に解散等をした団体については適⽤しない。
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業務制限の範囲に係る政治資金規正法施行規則の改正 

 

【現行】 

  政治資金監査を行う際に、以下に該当する者が業務制限の対象。 

   ① 国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者の職務代行者 

   ② 国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者又は会計責任者の職務代行者の配偶者 

   ③ 国会議員関係政治団体の役職員又はその配偶者 

   ④ ２号団体に係る公職の候補者又はその配偶者 

  → アの場合は業務制限の対象となるが、イの場合は対象外。 
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【改正後】 

  上記イの場合のうち、政治資金監査を受けることとなる収支報告書に係る年の最初の日から

当該政治資金監査の最初の日の前日までの間に上記①の者であった者について、業務制限の対

象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

上記①～④にある期間

上記①～④にない期間

辞職 

N+1.1.1 N+1.5.31 N.1.1 

監査対象となる 
収支報告書の期間 

（定期分の場合） 

政治資金監査 

（業務制限の対象） 

 

辞職 

N+1.1.1 N+1.5.31 N.1.1 

改正案に規定する期間 
（政治資金監査を受けることとなる収支報告書

に係る年の最初の日～当該政治資金監査の

最初の日の前日） 

政治資金監査 

①の者であった者 
（改正により業務制限の対象） 

①～④の者 

上記①にある期間

上記①にない期間
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